
                       

 

令和７年７月１日 

港湾局技術企画課  

 

「港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令」等を

閣議決定 

～港湾管理者の技術職員不足への支援～ 
 

 

 

 

 

 

１．背景 

令和７年４月２３日に公布された「港湾法等を一部改正する法律（令和７年法律第 25号。

以下、「改正法」という。）」の技術職員が不足する港湾管理者への支援のための工事代

行等に関する規定等は、その公布の日から３月以内の政令で定める日から施行することと

されていることから、今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整

備を行います。 

 

２．概要 

（１）港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 

改正法附則第１条第２号に掲げる規定の施行期日を令和７年７月 22日とします。 

 

（２）港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 

 ① 港湾法施行令の一部改正 

  〇 国土交通大臣が直轄工事又は高度港湾工事（港湾管理者の要請に基づく、国によ

る高度な技術等を要する港湾工事）を行う場合に代行する港湾管理者の権限、当該

権限のうち港湾管理者に通知すべきもの等について定めます。 

  〇 国土交通大臣が高度港湾工事を行うことができる港湾施設を定めます。 

・定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設（駐車場及びヘリポート

を除く） 

  〇 その他所要の改正を行います。 

  

② 沖縄振興特別措置法施行令の一部改正 

  〇 国土交通大臣が直轄工事を行う場合に代行する港湾管理者の権限、当該権限のう

ち港湾管理者に通知すべきもの等について定めます。 

  

 

「港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」、「港湾法施行令

及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令」及び「北海道開発のためにす

る港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関す

る政令」が、本日、閣議決定されました。 



③ その他政令の改正 

 

（３）北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理

者の権限の代行に関する政令 

  〇 国土交通大臣が直轄工事を行う場合に代行する港湾管理者の権限、当該権限のう

ち港湾管理者に通知すべきもの等について定めます。 

 

３．スケジュール 

公 布：令和７年７月４日（金） 

施 行：令和７年７月 22日（火） 

 
＜問合せ先＞ 

港湾局 技術企画課 田中 

TEL：03-5253-8111（内線 46-513）、03-5253-8905（直通） 


